
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審は所論債務を

被上告人が履行しなかつたのは和解成立後に生じた事情によるものであつて、初め

から履行しない意思であつたものではないと認定し、従つて詐欺も錯誤もなかつた

というのであつて、錯誤はあつたけれどもその錯誤は要素に関するものではないと

いうのではない。それ故何等所論判例に反する判断をしたものではない。その他の

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」（昭和二五

年五月四日法律一三八号）一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる

「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。（和解当時上告人

が誠実に履行されるだろうと思つて居たのが予期に反して履行されなかつたとして

も、和解の当時から履行不可能の部分があつたとか或は当初から被上告人に履行の

意思がなかつたとかいう場合等の如き初めからの問題でない限り民法九五条の錯誤

には当らないこという迄もない。土地使用承諾書の交付を和解の内容としたという

事実の如きは和解調書にも記載なく原審も全然認定しない処で問題にならない。）

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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